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大 洲 民 報 2018 年 7 月 22 日 
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 成能では、郵便局が軒下まで浸かり、隣の屋根が台風の様に飛ばされていまし

た。また、成能の橋は、跡形もないようにとばされていました。周りの倉庫も持

ち上がって中釣りのようになっていました。 

肱川町では、ダムの下の石丸団地あたりに降りてみました。ダムに一番近い民

家のご主人は、「起きて普通の朝を迎えていたが、突然の流れになった。家の床

まで浸水した。ここまでの経験はない」といいます。洪水吐きトンネルが出来た

ら、水の勢いが増すからと護岸工事を行っていましたが、見事に吹き上げていま

した。恐ろしい光景でした。町中では、市民の皆さんが片づけに追われていまし

た。鹿野川診療所で片付けに追われていた職員の方がお話してくださいました。

「オープンして三ヶ月。無医地区を解消するために頑張ってきた。全ての機器が

水に濡れてだめになり、再開したいが大変」と言われました。 

 清流の里ひじかわ近辺では、「放送があって２台目の車の移動をしている最中

に水に巻き込まれ、背丈以上の水深の中、山際に避難して、かろうじて助かった。

やっと軌道に乗り始めたのに、機器が使えなくなった。再開したいがこの場所で

再開して又浸水するのではと思うと心配。」と語られました。 

多くの方々が、この場所で住んでいて大丈夫か、この場所で再開して大

丈夫か。また同じように雨が降ったらなるのではと言われました。 

 

 ７月１１日の愛媛新聞報道で以下の記事がありました。 

大洲市の治水課の担当者は「雨量が多すぎてダムの容量を超えた。やむ

をえなかった」と説明し、国土交通省水管理・国土保全局の担当者も「ダ

ムの操作は工夫していたが、想像を超えた雨量だった」と話した。 

単に想像を超える雨量だったですむものでしょうか。これから大規模洪

水が来ると言われているもとで、又来たら、こうした被害は当然あります

よというのでしょうか。大洲では住んではいけないと平然と語っているよ

うに感じます。被害が甚大だったから、山鳥坂ダムを造れば被害がなくな

ると話を落ち着かせるのでしょうか。 

 

市営住宅が被災者用に提供されることになりました 

７月１７日、大洲市営住宅の空き室が被災者用に提供されることになりまし

た。現在空き室があるのは長浜と河辺です。 

家賃は６ヶ月無料（都合で延長可能）、保証人不要    

詳しくは大洲市役所土地整備課にお聞きください。２４-１２１１ 

豪雨被災８府県の医療費減免 

厚生労働省は 11 日、豪雨災害の被災８府県に対して医療費や介護サービスの一

部負担金の減免を求める事務連絡を出しました。同日、日本共産党の豪雨災害対

策本部（本部長・小池晃書記局長）が減免措置の早急な対応を求めていたのに応

じるものです。以下は愛媛新聞より抜粋。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁比そうへい参議院議員と白川ようこ四国ブロック国政

対策委員長が水害地域を視察
７月１０日 仁比そうへい参議院議員と白川ようこ四国ブロック国政対策委員

長を水害に見舞われた地域を案内、市民の皆さんの声を聞かせて頂きました。梅

木かづこ市会議員も同行しました 

 新谷から国道５６号線で両側の量販店の被災状況など見て、ＪＡたいき大洲本

所を訪問。まさか浸水被害に見舞われているとは思いませんでした。職員の方々

が慌ただしく対応されていました。仁比そうへい参議院議員が対話。水害に見舞

われる中、役職の方は、陣頭指揮を執られており、お疲れのようでした。「水害被

害から一人でも農業を辞める人がでないようにしましょう」とお話しました。 

 柚木では、後かたづけを多くの方々が慌ただしくされていました。広い地域が

浸水被害を受けていました。また、肱川の砂の堆積状況を「ダムや洪水吐きトン

ネルはいらない市民の会」の池田亀菊さんに説明を受けました。 

 大竹では、新築したばかりのお宅が３ｍ以上の高さにあるのに浸水被害にあわ

れ、浸水の様子を話して頂きました。あっという間だったと言われました。 

  

西日本豪雨で被災した人たちは、公的な医療福

祉サービスで自己負担や保険料の免除など、特例

措置を受けられる。厚生労働省の主な被災者向け

対応をまとめた。 

 自治体や保険者によって運用が異なる場合も

ある。詳細は厚労省のホームページの「平成３０

年７月豪雨関連情報」から確認できる。「特定非

常災害」の指定を受け、新たに措置が加わる可能

性もある。 

28 日に予定していた日本共産党の演説会は中止になりました。 


